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(57)【要約】
表面上に材料をスプレーする装置は、遠位端及び近位端
を有する伸張部材と、所定のスプレーパターンにて材料
をスプレーするよう、伸張部材の遠位端に取り付けられ
、伸張部材の近位端におけるスプレー材料入口部に結合
されるスプレーノズルと、伸張部材の遠位端に取り付け
られ、伸張部材の近位端におけるカメラ出力部に結合さ
れてスプレーパターンの画像を取り込むよう構成された
カメラと、伸張部材の近位端から前記スプレーノズルの
操作を制御するよう構成された制御機構とを備える。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上に材料をスプレーする装置であって：
　遠位端及び近位端を有する少なくとも１つの伸張部材と；
　所定のスプレーパターンにて前記材料をスプレーするよう、前記伸張部材の遠位端に取
り付けられ、前記伸張部材の近位端におけるスプレー材料入口部に結合される少なくとも
１つのスプレーノズルと；
　前記伸張部材の遠位端に取り付けられ、前記伸張部材の近位端におけるカメラ出力部に
結合されて前記スプレーパターンの画像を取り込むよう構成されたカメラと；
　前記伸張部材の近位端から前記スプレーノズルの操作を制御するよう構成された制御機
構と；
を備える、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記制御機構が、前記伸張部材の近位端に機械的に結
合されるハンドルを備える、装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置であって、前記ハンドルが、前記スプレーノズルを前記伸張部材
の長手方向軸線周りに回転させるように配置されている、装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の装置であって、前記ハンドルが、その回転により前記伸張部材を伸張
させるように配置されている、装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の装置であって、前記制御機構が、前記スプレーノ
ズルを制御すべく、該スプレーノズルに電気接続されている、装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の装置であって、前記スプレーノズルが、前記伸張
部材の遠位端に対して移動可能に取り付けられている、装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置であって、前記スプレーノズルが、前記伸張部材の遠位端に対し
て動力移動可能に取り付けられている、装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の装置であって、前記伸張部材が伸縮可能である、
装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の装置であって、前記伸張部材が、１つ又はそれ以
上のモジュール部材を付加することで伸張可能である、装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の装置であって、前記伸張部材を支持するための支
持部材を更に備える、装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置であって、前記伸張部材が前記支持部材に回転可能に取り付け
られている、装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の装置であって、前記支持部材が、表面と係合するための自
由回転ホイールを備える、装置。
【請求項１３】
　請求項１０又は１１に記載の装置であって、前記支持部材が、少なくとも１つの取付点
から前記伸張部材を懸架する、装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置であって、前記伸張部材の遠位端に取り付
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けられ、前記伸張部材の近位端におけるレンジファインダ出力部に結合されるレーザレン
ジファインダを更に備え、該レンジファインダが、カメラの視野内における深さ情報を取
り込むよう構成されている、装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の装置であって、前記スプレーノズル及び前記カ
メラが、前記伸張部材の遠位端にてホイール・シャシに取り付けられている、装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置であって、前記伸張部材が、ピボット結合部により前記シャシ
に結合されている、装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の装置であって、前記シャシが、ピボット結合用の複数の取付位置を
備え、前記ピボット結合部が、前記シャシの重心に対する所望の取付位置にて前記シャシ
に取り付け可能である、装置。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７に記載の装置であって、前記伸張部材が、第１ピボット結合部の取
付位置から離間した取付位置にて、更なるピボット結合部により前記シャシに結合され、
前記シャシが前記伸張部材の相対移動により操舵可能である、装置。
【請求項１９】
　相互結合可能な複数のモジュールを備えるモジュール型ロボットであって：
　各モジュールが、その第１端に第１機械的コネクタを、第２端には第２機械的コネクタ
を備え、前記第１機械的コネクタ及び前記第２機械的コネクタが、所望の構造のモジュー
ル型ロボットを形成すべく、前記モジュールの端部同士を結合するよう非永久的に相互係
合可能であり；
　各モジュールが、第１構成要素、第２構成要素、並びに前記第１構成要素を前記第２構
成要素に対して移動させるためのモータを備え；
　各モジュールが、制御信号を受信し、該制御信号に応答して前記モータの制御操作を行
うコントローラを備える、モジュール型ロボット。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のロボットであって、少なくとも１つの前記モジュールが、曲げモジ
ュールであり、前記第１構成要素が第１端を、前記第２構成要素が第２端を備え、前記第
１端から前記第２端への方向に対して垂直な軸線周りにて前記第１構成要素を前記第２構
成要素にピボット結合させ、前記モータが前記第２構成要素に対する第１構成要素を前記
軸線周りにてピボット運動させる、ロボット。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載のロボットであって、少なくとも１つのモジュールが、伸張
モジュールであって、前記第１構成要素が前記第１端を、前記第２構成要素が前記第２端
を備え、前記第１端から前記第２端への方向における相対移動のために、前記第１構成要
素を前記第２構成要素に対して摺動可能に結合させ、前記伸張モジュールの有効長さを伸
張又は縮小させるべく、前記モータにより前記第２構成要素に対する前記第１構成要素を
移動させる、ロボット。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のロボットであって、前記伸張モジュールの前記第１構成要素が、前
記伸張モジュールの第２構成要素に収容される、ロボット。
【請求項２３】
　請求項１９～２２のいずれか一項に記載のロボットであって、前記モジュールの少なく
とも１つが、前記第１端から前記第２端への方向に対する垂直方向にて前記モジュールの
有効幅を、前記第１構成要素及び前記第２構成要素の相対移動により拡大させる拡幅モジ
ュールである、ロボット。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のロボットであって、前記拡幅モジュールの前記第１構成要素が、伸
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張可能なアームである、ロボット。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のロボットであって、前記伸張可能なアームが、前記第２構成要素に
対して枢動可能に取り付けられる、ロボット。
【請求項２６】
　請求項２３に記載のロボットであって、前記第１構成要素が膨張可能であり、前記モー
タが前記第１構成要素を膨張又は収縮させる、例えばポンプモータである、ロボット。
【請求項２７】
　請求項２３に記載のロボットであって、前記拡幅モジュールが、第１構成要素と第２構
成要素との間における変形可能部材であり、前記モータが第２構成要素に向けて前記第１
構成要素を移動させることで前記拡幅モジュールの第１端から第２端への長手方向にて前
記変形可能部材を圧縮し、それにより、前記長手方向に対する垂直方向にて前記変形可能
部材の有効幅を拡大させる、ロボット。
【請求項２８】
　請求項２１又は２２に従属する場合の請求項２３～２７のいずれか一項に記載のロボッ
トであって、前記伸張モジュール及び前記拡幅モジュールが前記ロボットを、前記拡幅モ
ジュールにより係合される少なくとも１つの表面に対して推進させるように協働する、ロ
ボット。
【請求項２９】
　請求項１９～２８のいずれか一項に記載のロボットであって、少なくとも１つの前記モ
ジュールが、ねじりモジュールであり、前記第１構成要素が第１端を、前記第２構成要素
が第２端を備え、前記第１構成要素を前記第１端から前記第２端への方向に対する軸線周
りにて前記第２構成要素に回転可能に結合させ、前記モータにより前記第２構成要素に対
する第１構成要素を前記軸線周りに回転させる、ロボット。
【請求項３０】
　請求項１９～２９のいずれか一項に記載のロボットであって、前記モジュールの少なく
とも１つが運動モジュールであり、前記第１構成要素が接地面を備え、前記モータが前記
接地面を前記第２構成要素に対して動かすことで前記表面上で前記運動モジュールを推進
させる、ロボット。
【請求項３１】
　請求項３０に記載のロボットであって、前記接地面が、前記運動モジュールの第１端か
ら第２端への軸線方向周りに回転する、ロボット。
【請求項３２】
　請求項１９～３１のいずれか一項に記載のロボットであって、第１機械的コネクタ及び
第２機械的コネクタが、第１端から第２端への軸線方向周りにて、相互結合された前記モ
ジュールの相対回転移動を防止する手段を有する、ロボット。
【請求項３３】
　請求項１９～３２のいずれか一項に記載のロボットであって、少なくとも１つの非動力
的モジュールを更に備え、該非動力的モジュールが、その第１端に第１機械的コネクタを
、第２端には第１機械的コネクタを備える、ロボット。
【請求項３４】
　請求項１９～３３のいずれか一項に記載のロボットであって、各モジュールが、その第
１端に第１電気コネクタを、第２端には第２電気コネクタを備え、前記第１電気コネクタ
及び前記第２電気コネクタが、前記モジュール同士を電気接続するよう非恒久的に相互係
合可能である、ロボット。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のロボットであって、第１電気コネクタ及び第２電気コネクタが、前
記モータ及び／又は前記コントローラに電力を供給する、ロボット。
【請求項３６】
　請求項３４又は３５に記載のロボットであって、第１電気コネクタ及び第２電気コネク
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タが、前記コントローラに制御信号を供給する、ロボット。
【請求項３７】
　請求項１９～３６のいずれか一項に記載のロボットであって、前記コントローラが、前
記制御信号を無線受信するよう構成される、ロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔操作可能なスプレーノズル、特に閉鎖空間の表面上に処理剤をスプレー
するのに好適な電気機械的アームに関する。本発明に係る実施形態は、モジュール型ロボ
ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人の先願に係る国際公開第2014/188221号パンフレットは、膨張性の発泡材料を
スプレーするためのロボットを開示している。本願は、従来のロボット車両の代替となる
電気機械的アームを開示するものである。
【０００３】
　例えば原子炉などの危険な環境下で遠隔操作を行うためにロボットを用い、パイプ内な
どのアクセスできない領域内で観察及び操作を行い、あるいは、非侵襲性手術用の医療器
具として用いることは既知である。このような既知のロボットは、これらの操作を行うの
に適するロボットアームを備え、あるいは、ロボットアーム形状を有している。
【０００４】
　しかしながら、先行技術に属するいくつかのロボットアームには、多くの不利な点があ
る。例えば、ロボットアームは、通常、既定の長さ又は既定数の継手を備え、あるいは、
アームの長さによりモジュールが制限されている場合、モジュールが過大となる又はシス
テムが作動しなくなる前にアームを伸張させることができる。一般的にアームは、自己完
結型ではなく、嵩張る支持構造を有するために設置及び移送の問題が生じ、一人では簡単
に取り扱うことができない。ロボットアームが、高度な制御システムを要し、過度に複雑
化する傾向にあることで、当面のタスクが複雑なものになる。これによりオペレータが、
簡易にタスクを取り上げ、実行することが難しくなる。ロボットアームは、牽引力、パワ
ー及びナビゲーションの問題を生じさせる固有の推進ユニットを要する自己完結型である
か、あるいは、非動力型であるために、対象空間へのアクセスが制限されるアームである
。
【０００５】
　代替的に、オペレータは、手工具又は動力工具を用いることで、ロボット装置が有しな
い精密性及び柔軟性を補うことができる。これらの工具は、煙突掃除器又は裁縫器具を点
検するためのボロスコープなどに限定されている。これらの工具の長さ、外部機能は限定
されており、一般的に視界の直線距離においてのみ使用することができる。
【０００６】
　本開示は、少なくともいくつかの実施形態において、先行技術に係る装置の代替となる
技術の提供を目的とするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第2014/188221号パンフレット
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、その第１態様において、表面上に材料をスプレーする装置を提供する。該装
置は、遠位端及び近位端を有する少なくとも１つの伸張部材と、所定のスプレーパターン
にて材料をスプレーするよう、伸張部材の遠位端に取り付けられ、伸張部材の近位端にお
けるスプレー材料入口部に結合される少なくとも１つのスプレーノズルと、伸張部材の遠
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位端に取り付けられ、伸張部材の近位端におけるカメラ出力部に結合されてスプレーパタ
ーンの画像を取り込むよう構成されたカメラと、伸張部材の近位端からスプレーノズルの
操作を制御するよう構成された制御機構と、を備える。
【０００９】
　すなわち、本発明は、スプレー位置から離れた場所にいる使用者の制御下にあり、アク
セスが制限された場所にて材料をスプレー可能とする簡易な装置を提供するものである。
伸張部材は、電気機械的アーム形状を有していてもよい。
【００１０】
　一実施形態において、制御機構は、伸張部材の近位端に機械的に結合されるハンドルを
備える。従って、使用者は、該装置を手動制御することができる。ハンドルは、スプレー
ノズルを伸張部材の長手方向軸線周りに回転させるように配置されていてもよい。ハンド
ルは、その回転により伸張部材を伸張させるように配置されていてもよい。例えば、ハン
ドルの回転により伸張部材を伸縮させることができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、制御機構は、スプレーノズルを制御すべく、該スプレー
ノズルに電気接続されている。従って、制御機構は、スプレーノズルの操作を制御するソ
レノイド、モータ等用の制御部を備えていてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、スプレーノズルは、伸張部材の遠位端に対して移動可能
に取り付けられている。例えば、スプレーノズルを、伸張部材の遠位端に対して動力移動
可能に取り付けることもできる。他の実施形態において、スプレーノズルを伸張部材の遠
位端に対して固定することもできる。例えば、スプレーノズルを、伸張部材の遠位端に対
して直角に固定することもできる。複数のスプレーノズルを、伸張部材の遠位端に対して
異なる角度にて取り付けることもできる。
【００１３】
　伸張部材は、伸縮可能であってもよい。代替的又は追加的に、伸張部材は、１つ又はそ
れ以上のモジュール部材を付加することで伸張可能とすることもできる。
【００１４】
　本発明に係る装置は、前記伸張部材を支持するための支持部材を更に備えることもでき
る。該支持部材は、動作領域面に対する伸張部材を保持することができる。いくつかの実
施形態において、伸張部材は、支持部材に回転可能に取り付けられている。例えば、伸張
可能部材は、長手方向軸線周りにて支持部材に対する回転移動を行うために取り付けるこ
ともできる。支持部材が、表面と係合するための自由回転ホイールを備えることもできる
。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、支持部材は、少なくとも１つの取付点から伸張部材を懸
架する。
【００１６】
　本明細書にて開示する電気機械的アームの利点として、狭い空間においても用いること
ができ、オペレータによる操作を可能とし、容易に直接アクセス可能な開口部又は入口点
を通じて、外部の空間内領域におけるスプレーを可能とすることである。
【００１７】
　本発明に係る装置は、伸張部材の遠位端に取り付けられ、伸張部材の近位端におけるレ
ンジファインダ出力部に結合されるレーザレンジファインダを更に備え、該レンジファイ
ンダが、カメラの視野内における深さ情報を取り込むように構成されていてもよい。従っ
て、スプレーパターンに関する深さ情報を、カメラからの画像と共に使用者に提供するこ
ともできる。
【００１８】
　スプレーノズル及び／又はカメラは、伸張部材の遠位端にてホイール・シャシに取り付
けられていてもよい。伸張部材は、ピボット結合部によりシャシに結合されていてもよい
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。シャシは、ピボット結合用の複数の取付位置を備えていてもよい。それにより、ピボッ
ト結合部は、シャシの重心に対する所望の取付位置にてシャシに取り付け可能となる。従
って、シャシを対象領域のタイプによって、より簡易に推進させることができる。
【００１９】
　本発明に係る装置において、伸張部材を、第１ピボット結合部の取付位置から離間した
取付位置にて、更なるピボット結合部によりシャシに結合させることもできる。そうする
ことで、シャシは、伸張部材の相対移動により操舵可能となる。
【００２０】
　一実施形態として、手動で所定位置に配置可能である、伸張可能なポール又はアームの
端部のスプレーノズルが挙げられる。ポール又はアームは、地面に沿ってスライドさせ、
伸縮機構を通じて、あるいは、長さを伸張するようモジュールを付加することで、伸張さ
せることができる。少なくとも１つのスプレーノズルは、ソレノイド・スイッチ、空気バ
ルブ又は他の手段を用いることで、遠隔操作することが可能となる。スプレーノズルは、
空間及び所望のスプレーパターン（典型的な状態にするために多数の既定位置を決めるこ
とができる）の物理的特性により、それらを填補するよう角度及び配置を調整することが
できる。カメラは、何がスプレーされるのかをオペレータにフィードバックする。アーム
の対向端には、オペレータのためにスクリーン、ハンドル及びトリガ（又はスイッチ）を
設けることができる。ハンドルを回すことで、オペレータは伸縮アームを伸張させること
ができる。ポール又はアームは、スプレーノズルに絶縁材料を供給するホースを収容する
。絶縁材料の種類により、ホースは、絶縁化又は加熱することができる。このようなシス
テムの利点として、直感的に理解しやすく、狭い空間においても遠隔操作により絶縁材料
を塗布するために簡易にツールを操作することができる点が挙げられる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、スプレーノズルは、遠隔操作により移動可能であること
が望ましい。これにより、アームを適正位置に大まかに配置すればよく、単一位置から広
範な領域をカバーすることができる。このようなスプレーノズルは、多くの異なる実施形
態のうちの一実施形態に係るものであり、オペレータにより直接操縦可能なものであって
も、モータ又は他の動力手段を通して操縦するものであってもよい。最も簡易な実施形態
には、ポール又はアームを通じて運動を伝達するハンドルを調節することにより、オペレ
ータにより直接回転させることができ、既定の角度にて取り付けられたスプレーノズルを
含む。ホイール又は脚部を備える環部により、アームが地面から離れている間もアームを
回転させることが可能となる。代替的に、モータ及びリストにより回転を制御することが
できる。代替的に、スプレーノズルを、２つの回転軸を備えるガン・プラットフォームに
取り付けることで、モータ及びギアボックスを通してスプレーパターンを完全に制御する
ことができる。
【００２２】
　アームを操作するオペレータを補助するために、アームの支持部材として、そり、ボー
ル又はホイールを用いることができる。これらのホイールが、アームと直列上に配置され
る車軸を有することで側面間の移動がより容易となり、あるいは、アームに対して垂直と
なるように車軸を取り付けることで、アームを押し、空間から脱することを容易にするこ
とができる。
【００２３】
　代替的に、アームを所定位置に保持することで、地面上（一般的には、空間の入口点又
は空間内のアンカーを通じた場所）で懸架することができる。
【００２４】
　ツール及びスプレーノズルの指向対象をオペレータに知らせるために、十字状のポイン
ティング・レーザーをノズルに取り付け、ノズルの直列上に配置することができる。代替
的に、装置は、既定領域をスキャンするよう、又は３次元マップを生成するよう回転させ
ることができる、少なくとも１つのレーザレンジファインダを備えていてもよい。レーザ
ーガンの角度及びスプレーを塗布する表面に対する相対位置を知ることができるため、目
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標点は、計算可能であり、オペレータが目視する画像上でデジタル的にオーバーレイする
ことができる。
【００２５】
　更なる態様において、本発明は、相互結合可能な複数のモジュールを備えるモジュール
型ロボットを提供する。各モジュールは、その第１端に第１機械的コネクタを、第２端に
は第２機械的コネクタを備える。第１機械的コネクタ及び第２機械的コネクタは、所望の
構造のモジュール型ロボットを形成すべく、モジュールの端部同士を結合するよう非永久
的に相互係合可能である。各モジュールは、第１構成要素、第２構成要素、並びに第１構
成要素を第２構成要素に対して移動させるためのモータを備える。各モジュールが、制御
信号を受信し、該制御信号に応答してモータの制御操作を行うコントローラを備える。
【００２６】
　従って、いくつかの実施形態において、モジュール型ロボットは、相互結合可能な複数
のモジュールから形成され、モジュールは、それぞれ独立して制御可能である。モジュー
ルは、ロボットアームのように特定のタスク用の所望の構成を有するロボットを形成する
ように選択及び結合させることができる。
【００２７】
　少なくとも１つのモジュールは、曲げモジュールであってもよく、第１構成要素は第１
端を、第２構成要素が第２端を備え、第１端から第２端への方向に対して垂直な軸線周り
にて第１構成要素を第２構成要素にピボット結合させ、モータは、第２構成要素に対する
第１構成要素を前記軸線周りにてピボット運動させる。
【００２８】
　少なくとも１つのモジュールは、伸張モジュールであってもよく、第１構成要素は第１
端を、第２構成要素が第２端を備え、第１端から第２端への方向における相対移動のため
に、第１構成要素を第２構成要素に対して摺動可能に結合させ、伸張モジュールの有効長
さを伸張又は縮小させるべく、モータにより第２構成要素に対する第１構成要素を移動さ
せる。伸張モジュールの第１構成要素を、伸張モジュールの第２構成要素に収容する構成
とすることもできる。従って、第１構成要素及び第２構成要素は、伸縮可能とすることが
できる。他の構成としてもよく、例えば第１構成要素及び第２構成要素により、それぞれ
伸張モジュールの平行半部を形成することもできる。
【００２９】
　モジュールの少なくとも１つが、第１端から第２端への方向に対する垂直方向にてモジ
ュールの有効幅を、第１構成要素及び第２構成要素の相対移動により拡大させる拡幅モジ
ュールとすることができる。拡幅モジュールは、所定の位置に配置されたモジュールを保
持するよう、少なくとも１つの表面を係合するために有用である。
【００３０】
　拡幅モジュールの第１構成要素は、伸張可能なアームとすることができる。伸張可能な
アームは、第２構成要素に対して枢動可能に取り付けることができる。第２構成要素は、
拡幅モジュールのシャシを形成することができる。複数の伸張アームを、拡幅モジュール
上に設けることができる。
【００３１】
　拡幅モジュールの第１構成要素は、膨張可能とすることができる。モータは、第１構成
要素を膨張又は収縮させることができる。例えば、モータはポンプモータであってもよい
。代替的に、モータは、例えば、圧空バルブのようなバルブ・アクチュエータであっても
よい。
【００３２】
　拡幅モジュールは、第１構成要素と第２構成要素との間における変形可能部材備えてい
てもよい。モータは第２構成要素に向けて第１構成要素を移動させることで拡幅モジュー
ルの第１端から第２端への長手方向にて変形可能部材を圧縮し、それにより、長手方向に
対する垂直方向にて変形可能部材の有効幅を拡大させることができる。従って、当該実施
形態において、変形可能部材は、モジュール外で膨張することで、有効幅を増加させる。
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【００３３】
　伸張モジュール及び拡幅モジュールは、ロボットを、拡幅モジュールにより係合される
少なくとも１つの表面に対して推進させるように協働することができる。この場合、伸張
モジュールを、拡幅モジュールを前方に推進させるように伸張させることができる。続い
て、拡幅モジュールを伸張させることで所定位置に配置し、伸張モジュールを収縮させる
ことで、ロボットの残余部を拡幅モジュールに対して引き寄せることができる。続いて、
拡幅モジュールを収縮することで、工程を繰り返すことができる。
【００３４】
　少なくとも１つのモジュールは、ねじりモジュールであってもよく、第１構成要素が第
１端を、第２構成要素が第２端を備え、第１構成要素を第１端から第２端への方向に対す
る軸線周りにて第２構成要素に回転可能に結合させ、モータにより第２構成要素に対する
第１構成要素を軸線周りに回転させることができる。
【００３５】
　モジュールの少なくとも１つは運動モジュールであってもよく、第１構成要素が接地面
を備え、モータにより接地面を第２構成要素に対して動かすことで表面上で運動モジュー
ルを推進させることができる。接地面は、運動モジュールの第１端から第２端への軸線方
向周りに回転してもよい。そうすることで、運動モジュールは、側方移動することができ
る。運動モジュールは、ホイール又はトラックを備えていてもよい。
【００３６】
　第１機械的コネクタ及び第２機械的コネクタは、第１端から第２端への軸線方向周りに
て、相互結合されたモジュールの相対回転移動を防止する手段を有していてもよい。そう
することで、ねじり運動をモジュール間に伝達することができる。
【００３７】
　ロボットは、少なくとも１つの非動力的モジュールを更に備え、該非動力的モジュール
が、その第１端に第１機械的コネクタを、第２端には第１機械的コネクタを備えていても
よい。このようなモジュールは、例えば、スペーサ・モジュールであってもよい。
【００３８】
　各モジュールは、その第１端に第１電気コネクタを、第２端には第２電気コネクタを備
えていてもよい。第１電気コネクタ及び前記第２電気コネクタは、モジュール同士を電気
接続するよう非恒久的に相互係合可能であってもよい。そうすることで、モジュールを電
気的にデイジーチェーン接続することができる。第１電気コネクタ及び第２電気コネクタ
は、モータ及び／又は前記コントローラに電力を供給することができる。第１電気コネク
タ及び第２電気コネクタは、コントローラに制御信号を供給することができる。コントロ
ーラは、例えば、Bluetoothを通じて、制御信号を無線受信する構成とすることもできる
。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、狭い空間においても使用可能であり、異なる用途に適用
可能なモジュール構成を有する、遠隔操作アームを提供する。オペレータは、用途に応じ
てあらゆる数のモジュールを簡易に付加することができ、モジュールは、オペレータが物
理的に手で握ること、あるいは、コンピュータ被制御インターフェイス及びモジュール内
のアクチュエータを通じて制御することができる。
【００４０】
　上述のシステムは、固定した木材の床を備える建物内の床下空間、天井とその上の床と
の間の空間、中空壁、ロフト、通気口、配管、煙突等のアクセスし難い多様な空間におけ
る作業を要する建築産業においても適用可能である。本開示に係る装置を用いることで、
オペレータは、欠陥のある領域を特定する調査を行うこと可能となる。例えば漏洩の生じ
ている位置又は危険な架線の位置の認識、空間のマッピング、ケーブルの配線、密閉剤、
断熱材又は防音材の塗布、センサなどの他の装置の配置が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】一実施形態に係るモジュール型ロボットの概略図である。
【図２】一実施形態に係るモジュール型ロボット用のエルボ継手モジュールの概略図であ
る。
【図３】図２のエルボ継手モジュールの内部機構の概略図である。
【図４】一実施形態に係るモジュール型ロボット用の回転モジュールの概略図である。
【図５】一実施形態に係るモジュール型ロボット用のエルボ継手モジュールの概略図であ
る。
【図６】一実施形態に係るモジュール型ロボット用の伸張可能なシャシ・モジュールの概
略図である。
【図７】図６の伸張可能なシャシ・モジュール用の内部機構の概略図である。
【図８】一実施形態に係る自由回転可能なホイールを備えるモジュール型ロボットの概略
図である。
【図９】図８に示すモジュール型ロボット用の操作機構の概略図である。
【図１０】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図１１】図１０の電気機械的アームの斜視図である。
【図１２】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図１３】図１２の電気機械的アームの斜視図である。
【図１４】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図１５】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図１６】図１５の電気機械的アームの斜視図である。
【図１７】図１５及び図１６の電気機械的アームのピボット継手の拡大概略図である。
【図１８】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図１９】図１８の電気機械的アームの斜視図である。
【図２０】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２１】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２２】図２１の電気機械的アームの斜視図である。
【図２３】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２４】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２５】図２４の電気機械的アームの斜視図である。
【図２６】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２７】図２６の電気機械的アームの斜視図である。
【図２８】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図２９】図２８の電気機械的アームの斜視図である。
【図３０】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図３１】図３０の電気機械的アームの底面図である。
【図３２】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図３３】図３２の電気機械的アームの斜視図である。
【図３４】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図３５】図３４の電気機械的アームの斜視図である。
【図３６】一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。
【図３７】図３６の電気機械的アームの斜視図である。
【図３８】一実施形態に係る電気機械的アーム用のエルボ継手の概略図である。
【図３９】一実施形態に係る電気機械的アーム用のエルボ継手及びリスト継手の組み合わ
せの概略図である。
【図４０】一実施形態に係る電気機械的アーム用の単軸スプレーガンを２つの側面から示
す概略図である。
【図４１】一実施形態に係る電気機械的アーム用の２軸移動スプレーガンの概略図である
。
【図４２】一実施形態に係る、水平方向にて離間するよう配置された３つのノズルを備え
る複数のスプレーノズルモジュールを２方向から示す概略図である。
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【図４３】更なる実施形態に係る、垂直方向にて離間するよう配置された３つのノズルを
備える複数のスプレーノズルモジュールを２方向から示す概略図である。
【図４４】一実施形態に係る電気機械的アーム用のインラインカメラを備えるスプレーガ
ンの概略図である。
【図４５】一実施形態に係る電気機械的アーム用のスプリンクラー型スプレーガンを２方
向から示す概略図である。
【図４６】一実施形態に係る電気機械的アーム用の床板取付部を２方向から示す概略図で
ある。
【図４７】電気機械的アーム用の通気口取付部を２方向から示す概略図である。
【図４８】一実施形態に係る電気機械的アーム用のホイール・アームホルダの概略図であ
る。
【図４９】電気機械的アームのオペレータが同アームに取り付けたスプレーガンを制御す
るために使用する、本発明の一実施形態に係るユーザ・インターフェイスの概略図である
。
【図５０】一実施形態に係るユーザ・インターフェイスの概略図である。
【図５１】一実施形態に係るユーザ・インターフェイスの概略図である。
【図５２】一実施形態に係るモジュール型ロボット用の側方駆動モジュール・モジュール
の概略図である。
【図５３】図５２の側方駆動モジュール用の内部機構の概略図である。
【図５４】一実施形態に係る、第２モードにおけるモジュール型ロボット用可動構成要素
の概略図である。
【図５５】図５４の可動構成要素が第１モードにある状態を示す概略図である。
【図５６】図５４及び図５５の可動構成要素用の内部機構の概略図である。
【図５７】一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素としての膨張可能
リング概略図である。
【図５８】図５７の可動構成要素の、膨張状態にあるリングの概略図である。
【図５９】一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素としての半硬性膨
張可能リングの概略図である。
【図６０】図５９の可動構成要素の、膨張状態にある半硬性リング概略図である。
【図６１】一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素及び膨張可能シャ
シの組み合わせの操作態様を示す概略図である。
【図６２】一実施形態に係るモジュール型ロボット用の可動構成要素の概略図である。
【図６３】一実施形態に係る、床下空間におけるモジュール型ロボットの操作態様を示す
概略図である。
【図６４】一実施形態に係る、モジュール間の電気的接続を示すモジュール型ロボットの
概略図である。
【図６５】一実施形態に係るモジュール型ロボットの概略図である。
【図６６】図６５のモジュール型ロボット用の雌型コネクタの概略図である。
【図６７】図６５のモジュール型ロボット用の雄型コネクタの概略図である。
【図６８】図６５のモジュール型ロボット用の伸縮モジュールの概略図である。
【図６９】図６５のモジュール型ロボット用のエルボモジュールの概略図である。
【図７０】図６５のモジュール型ロボット用のカメラモジュールの概略図である。
【図７１】一実施形態に係るスプレー装置の概略図である。
【図７２Ａ】図７１のスプレー装置の一接続位置における概略図である。
【図７２Ｂ】図７１のスプレー装置の異なる接続位置における概略図である。
【図７２Ｃ】図７１のスプレー装置の異なる接続位置における概略図である。
【図７３Ａ】図７１のスプレー装置の支点の操作態様を示す概略図である。
【図７３Ｂ】図７１のスプレー装置の支点の操作態様を示す概略図である。
【図７３Ｃ】図７１のスプレー装置の支点の操作態様を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】



(12) JP 2017-536976 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

【００４２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を記載する。
【００４３】
　図１は、一実施形態に係るモジュール型ロボットの概略図であり、ロボットを形成する
よう結合された多数のモジュールにより構成される遠隔被制御アーム１を示している。伸
張可能なシャシは、伸張及び収縮する伸縮モジュール２を備える。伸縮モジュール２は、
周辺環境内にてアームの少なくとも一部の動きを抑制するように構成されたアンカーモジ
ュール４形状の可動構成要素に結合される。更に、アームを側方移動させるように構成さ
れた被動外側輪を備える側方駆動モジュール５を、アンカーモジュール４に結合する。ア
ンカーモジュール４が、周辺環境と係合し、側方駆動モジュールが地面と接触するとき、
側方駆動モジュール５の操作により、遠隔被制御アーム１はアンカーモジュール４のアン
カーポイント周りにて水平に枢動する。アンカーモジュール４が係合していないとき、側
方駆動モジュール５の操作により、遠隔被制御アーム１を側方移動させ、あるいは、個別
のピボットポイント周りにて遠隔被制御アーム１を回転させることができる。回転モジュ
ールのシャシ構成要素と回転構成要素との間に配置される回転継手７を備える回転モジュ
ールを、側方駆動モジュール５に結合させる。回転モジュールの回転構成要素は、結合部
８を備えるエルボ継手モジュールに結合される。結合部は、遠隔被制御アーム１の遠位端
に対して屈曲させることができる。結合部８は、オペレータがアクセスできない領域にお
いて操作を行うことを可能とする、ツール及びカメラ１１システムに結合される。当該実
施形態において、ツールは、絶縁材料、塗料又は他の材料を塗布するために用いるスプレ
ーガン１２である。遠隔被操作アーム１のオペレータは、手動制御を行うためにハンドル
９を用いるロボット及びコンピュータ被制御アーム１を制御する。本明細書において詳述
する実施形態において、コンピュータ被制御インターフェイス１０は有線接続を用いて遠
隔被操作アーム１に結合されるが、代替的に、無線接続に結合させ、コンピュータ被制御
インターフェイス１０として電話又はタブレット型ＰＣを用いることもできる。
【００４４】
　図２は、一実施形態に係るモジュール型ロボット用のエルボ継手モジュールの概略図で
ある。エルボ継手モジュールは、中央シャフト２０周りにて枢動するように構成される結
合部８を備える。エルボ継手モジュールは、クイックリリース式雄型コネクタ２１又はク
イックリリース式雌型コネクタ２２を用いるモジュールに結合される。クイックリリース
式雄型コネクタ２１は、追加的なモジュール内の補填クイックリリース式雌型コネクタ内
に嵌合するよう構成される。追加的なモジュールは、クイックリリース式雄型コネクタの
周縁部の突起が、それと同様の寸法を有し、クイックリリース式雌型コネクタの周縁部に
て画定されるスロットと嵌合するときに固定される。本明細書において詳述するエルボ継
手モジュールは、中央シャフト２０周りにおける結合部８の回転領域は、±約９０°であ
る。しかしながら、異なるデザインにより、より大きいあるいは小さい領域の回転が可能
となることは言うまでもない。最大回転角度よりも大きい回転を所望する場合、複数のエ
ルボ継手モジュールをその端部から別の端部へと結合させることができる。
【００４５】
　図３は、図２のエルボ継手モジュールの内部機構の概略図である。結合部８は、駆動部
２６及び被動部２７から形成される。駆動部２６は、中央シャフト２０を通して被動部２
７に結合される。モータ輪２３を駆動部２６に設け、そのモータ輪は、ギア輪を回転させ
るよう構成されたウォームギア２４を駆動させる。ギア輪２５は、被動部２７に回転方向
に固定される。モータによる操作によりウォームギア２４を回転させるとき、ギア輪２５
が回転し、駆動部２６に対するエルボ継手モジュール被動部２７を屈曲させる。
【００４６】
　本明細書に詳述するエルボ継手モジュールは、モータ及び被ギア機構を用いて回転させ
ることができるが、代替的な実施形態も可能であることは言うまでもない。例えば、部材
を、駆動部２６及び被動部２５の各側面の架設したケーブルを用いて回転させることもで
きる。
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【００４７】
　本明細書に詳述するエルボ継手モジュールは、単一軸線周りのみにて回転させることが
できるが、代替的に、中央シャフト２０を通じてユニバーサル継手モジュールを設けるこ
とで、被動部２６の軸線方向に対する任意の軸線垂直方向にて回転させることも可能であ
る。
【００４８】
　図４は、一実施形態に係るモジュール型ロボット用の回転モジュールの概略図である。
回転モジュール７は、第１シャシ構成要素３１及び第２シャシ構成要素３２を備える。第
１シャシ構成要素３１は、第２シャシ構成要素３２に対して、回転モジュール７の長手方
向軸周りにて回転可能な構成を有する。ブッシュ３３は、回転構成要素間の摩擦を低減さ
せるために第１シャシ構成要素３１と第２シャシ構成要素３２との間の継手間に設けられ
る。クイックリリース式雄型コネクタ３４のロック用の結節部は、第２シャシ構成要素３
２から、クイックリリース式雄型コネクタ３４に結合された追加的なモジュール（図示せ
ず）にトルクを伝達する構成を有する。
【００４９】
　モジュール型ロボットにおける回転モジュール７により、ロボット端部のツール又は回
転モジュール７のロボットの下方部を、より多くの任意の方向に指向させることができる
。
【００５０】
　図５は、一実施形態に係るモジュール型ロボット用のエルボ継手モジュールの概略図で
ある。当該アセンブリにおいて、第１モジュール４１は、第２回転モジュール４２に結合
され、これらのモジュール間にエルボ継手モジュールを設ける。ステップＡ～Ｆとして図
示されるように、第１モジュール４１が時計回りに回転することにより、第２回転モジュ
ールに沿って、エルボ継手モジュール４３も回転する。モジュールの数が増加すると、第
１回転モジュール４１が要するトルクも増加、あるいは、支障を生じさせかねない。その
ため、固定軸Ｇに対するエルボ継手モジュール４３の角度を低減させることができる。第
２回転モジュール４２により、追加的なモジュール又はそれに取り付けるツールを、エル
ボ継手モジュール４３に対して回転させ、それらの周辺環境に対するレベルを保持させる
ことができる。
【００５１】
　図６は、一実施形態に係るモジュール型ロボット用の伸張可能なシャシ・モジュールの
概略図である。収縮位置Ｈ及び伸張位置Ｊにおける伸張可能なシャシ・モジュール５０を
示し、そのモジュールは、外側シャシ構成要素５２及び内側シャシ構成要素５１を備える
。内側シャシ構成要素は、外側シャシ構成要素５２の端部から伸縮可能に伸張するよう構
成される。凹部スロット５３は、外側シャシ構成要素５２のケースの内面にて画定される
。凹部スロット５３は、内側シャシ構成要素５１に設けられるタブ５４を収容する構成を
有する。凹部スロット５３及びタブ５４により、収縮位置Ｈ及び伸張位置Ｊの双方におけ
る、外側シャシ構成要素５２と内側シャシ構成要素５１との間の回転移動を確実なものと
する。
【００５２】
　図７は、収縮位置Ｈ及び伸張位置Ｊの双方における図６の伸張可能なシャシ・モジュー
ル用の内部機構の概略図である。外側シャシ構成要素５２に固定されるモータ６３は、リ
ードスクリュ６４に結合され、内側シャシ構成要素５１に固定されるねじナット６５にね
じ込まれるリードスクリュ６４に結合される。モータ６３を操作するとき、リードスクリ
ュ６４はねじナット６５にねじ込まれ、外側シャシ構成要素５２に対して内側シャシ構成
要素５１を移動させる。
【００５３】
　図８は、一実施形態に係る自由回転可能なホイールを備えるモジュール型ロボットの概
略図である。このような特定の実施形態において、アームは複数の取り外し可能なモジュ
ールから形成されるのではなく、床下空間のようなアクセスできない領域において、アー
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ムを用いてタスクを実行することができる多様な構成要素から形成される。側面図Ｔにお
いて、伸張可能なシャシ・モジュール195を有するアームを設ける。伸張可能なシャシ・
モジュールの内側伸張部の端部をハンドル194により終端させることで、アームを手動制
御することができる。伸張可能なシャシ・モジュール195は、地面上でアームを移送し、
粗い地面においてアームを簡易に操作するように配置されるホイールモジュール196を備
える。ホイールモジュール196を超えて、伸張可能なシャシ・モジュール195を、ハンドル
194を操作することで上傾及び下傾させることができるツール197に結合させる。上面図Ｕ
において、アームは、ハンドル194をねじることにより左右に回転可能なツール197と共に
示されている。伸張可能なシャシ195に対するツール197の角度により、ハンドルをねじり
、ツールを回転させることにより生じる、スプレアークが決定する。この角度は、予め設
定し、あるいは、例えばギア若しくはモータ、ケーブルなどのような第２アクチュエータ
により制御することができる。伸張した構成Ｖに示すように、アームは伸張可能なシャシ
・モジュールを方向198に伸ばすことにより伸張させることができる。
【００５４】
　図９は、図８に示すモジュール型ロボット用の操作機構の概略図である。オペレータに
より伸張可能なシャシ・モジュールの内側シャシ構成要素202に対して、回転移動が負荷
されるとき、この移動は外側シャシ構成要素203を通じて伝達し、ツール204を枢動させる
。ホイール207は、アームの重量を支持し、簡易な操作を可能とする。環部205及びブッシ
ュ206により、ホイール207に対してアームを回転させることが可能となり、これにより、
該ホイールを支持面に対して静止状態で保持することができる。
【００５５】
　図１０及び１１は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞれ
示している。この電気機械的アーム300は、伸張可能なポール302並びに該ポール302の遠
位端に設けられる３つのスプレーノズルを有するスプレーガン304を備える。伸張可能な
ポール302の遠位端に設けられるカメラ306は、スプレーガン304により何がスプレーされ
るのかを電気機械的アーム300のオペレータにフィードバックするような構成を有する。
レンジファインダをカメラ306の隣に取り付けることができる。ハンドル308、表示スクリ
ーン310形状のディスプレイ及びトリガ312は、伸張可能なポール302の遠位端と対向端に
ある近位端に設けることができる。電気機械的アーム300は、手動で配置できるような構
成を有する。電気機械的アーム300は、建物の空間内で絶縁材料をスプレーするために用
いることができる。当該実施形態において、伸張可能なポール302は、伸縮機構を用いて
伸張させることができる。言うまでもなく、地面に沿って電気機械的アーム300全体をス
ライドさせることで、電気機械的アーム300の到達点を更に伸張させることできる。他の
実施形態において、伸張可能なポール302の長さを伸張させるモジュールを付加すること
で、その長さを伸張させることができる。スプレーガン304は、ハンドル308のトリガ312
を通じて、ソレノイド・スイッチ、空気バルブ又は他の手段を用いることで、遠隔操作す
ることが可能となる。スプレーガン304上のスプレーノズルは、空間及び所望のスプレー
パターン（典型的な状態にするために多数の既定位置を決めることができる）の物理的特
性により、それらを填補するよう角度及び配置を調整することができる。伸張可能なポー
ル302を伸張させる伸縮機構は、ハンドル308を転回させることで操作可能となる。伸張可
能なポール302は、スプレーガン304に流体絶縁材料を供給するホース（図示せず）を収容
する。図１１に図示するように、ホース314は、ハンドル308に沿って電気機械的アーム30
0に挿入される。絶縁材料の種類により、ホースは、絶縁化又は加熱することができる。
このようなシステムの利点として、直感的に理解しやすく、狭い空間においても遠隔操作
により絶縁材料を塗布するために簡易にツールを操作することができる点が挙げられる。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、スクリーン及びトリガのいずれか又は双方は、アームか
らの遠隔位置における操作を可能とするよう設けられる。これにより、オペレータは、電
気機械的アーム上に取り付けられたスクリーン画像を同時に見ることをせずとも、空間内
にて電気機械的アーム300を配置することができる。本発明に係るシステムは、ディスプ
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レイを目視し、アームを操縦するためにオペレータが用いる電話、タブレット、パソコン
などの既存の装置と通信を行うことができる。
【００５７】
　図１２及び図１３は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム400は、後述する相違点を除き、図１０及び図１１
の電気機械的アーム300と実質的に同一である。電気機械的アーム400は、前方スタンド41
8及び後方スタンドにより支持されている。スタンド416及び418は、電気機械的アーム400
を地面から離した状態で保持する。前方スタンド418及び後方スタンドは、環部機構を備
えることで、伸張可能なポール402をスタンドに対して回転させ、スプレーガン404を転回
させることできる。スタンド416及び418により、操作中に電気機械的アーム400を実質的
に平坦な表面に配置することが可能となる。このような特定の実施形態において、スプレ
ーガン404は、単一ノズルのみを備え、垂直面に対して既定の角度にて取り付けられる。
第１位置と第２位置との間のハンドル408を回転させることで、ノズルの円弧状経路を走
査することができる。このようにして、ハンドル408を回転させることで、絶縁材料を既
定の角度範囲内における所望方向にスプレーすることができる。既定の角度を変更するこ
とで、スプレーガン404が通過する経路の円弧を変更することができる。アームが回転し
ても、カメラ406は静止状態を保つような構成を有する。代替的に、カメラをスプレーガ
ン404に取り付けることで、ハンドル408の回転運動に伴ってカメラ406が移動する構成と
してもよい。これにより、スプレーガンによりスプレーする方向にカメラを常に指向させ
ることを確実なものとすることができる。しかしながら、このような構成は、使用者がス
クリーン上で目視する際に混乱を生じさせかねない。いくつかの実施形態において、カメ
ラは前方スタンド418に取り付けることができ、スプレーガン404とは独立して動かすこと
ができる。
【００５８】
　図１４は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。この電気機械的アーム
500は、後述する相違点を除き、図１２及び図１３の電気機械的アームと実質的に同一で
ある。各スタンド516, 518は、電気機械的アーム500の操作面から離間させて支持する一
対のホイールを備える。特に、ホイールにより電気機械的アーム500を簡易に操作面に沿
って押すことができるため、より容易に電気機械的アーム500を操作することが可能とな
る。
【００５９】
　図１５及び図１６は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム600は、後述する相違点を除き、図１４の電気機械
的アームと実質的に同一である。電気機械的アーム600は、電気機械的アームの本体を形
成するシャシ622を備える。シャシ622は、その操作を簡易にするために４つのホイール62
0を備える。ホイール620は、典型的には、被動ホイールではなく、自由回転可能なホイー
ルである。シャシ622の前方端は、そこに取り付けられたスプレーガン604を備える。スプ
レーガン604は、オフセット角度にて取り付けられ、シャシ622に対して回転移動可能であ
ることにより、円弧状経路に沿ってスプレーガン604の目標点を移動させることができる
。スプレーガン604は、電気信号からスプレーガン604の回転運動を生じさせるためにシャ
シ622内に取り付けられたギアボックス（図示せず）を通じて、モータに結合することが
できる。スプレーガンの角度は、駆動シャフト又はその他の手段に取り付けられたステッ
プモータ又は回転速度計を制御することにより測定することができる。シャシ622の後方
端は、電気機械的アーム600を操作するためにハンドル608に結合されている。シャシ622
は、スプレーガン604の目標方向を観察するために取り付けられるカメラ606を更に備える
。シャシ622は、空間を照射してその３次元マッピングを生成するために取り付けられた
高原及びレンジファインダ626をそれぞれ備える。一対のレーザー624をスプレーガン604
の下側面に取り付けることで、スプレーガン604の目標点を示す十字状のレーザ（図示せ
ず）を、スプレーガン604によりスプレーすべき表面に投影することができる。代替的に
、レンジファインダは、３次元画像を生成する領域をスキャン可能なレーザレンジファイ
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ンダ（ライダ）又は同様の装置を備えていてもよい。レーザーガンの角度及びスプレーを
塗布する表面に対する相対位置を知ることができるため、目標点は、計算可能であり、オ
ペレータが目視する画像上でデジタル的にオーバーレイすることができる。ノズルを通じ
て、カメラ606及びレンジファインダ626の周囲に圧空を供給することで、空気カーテン（
図示せず）により、レンジファインダ及びカメラを絶縁材料から保護することができる。
カメラ606により観察可能なように目標点を構成することで、電気機械的アーム600のオペ
レータが目標点を表示することが可能となる。電気機械的アーム600の到達範囲は、長さ
の異なるハンドルに付け替えることで、あるいは、付加的なハンドル部材を付加すること
で変更することができる。
【００６０】
　図１７は、図１５及び図１６の電気機械的アームのピボット継手の拡大概略図である。
電気機械的アーム600のシャシ622は、ユニバーサル継手628を介して結合される。ユニバ
ーサル継手628により、電気機械的アーム600を一定方向に操作することが可能となる。ユ
ニバーサル継手628は、ハンドル608に結合するハンドル部630、及びシャシ622に結合する
アングル部632を備える。アングル部632は、ユニバーサル継手をシャシ622に結合させる
アングル孔634を備える。ハンドル608を回転させると、ねじれ運動が、シャシ622、続い
てスプレーガン604を転回させる。これにより、オペレータは、スプレーガン604が目標点
を指向した状態で、ハンドル608により電気機械的アーム600の方向を変更させることがで
きる。特に、結合ピンをシャシ622に対して所定角度でアングル孔634に取り付けることで
、ハンドル608の回転によりシャシ622を平行に転回させることを確実なものとする。
【００６１】
　図１８及び図１９は、本発明の一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図
をそれぞれ示している。この電気機械的アーム700は、後述する相違点を除き、図１０及
び図１１の電気機械的アームと実質的に同一である。カメラ及びレンジファインダ706は
、スプレーガン704の下方に取り付けられる。このように取り付ける構成により、例えば
凝固する絶縁材料など、電気機械的アーム700上に落下するあらゆる異物からカメラ及び
レンジファインダ706を保護することができる。この特定の実施形態において、ハンドル
を、電気機械的アーム700の伸張及びスプレーガン704の回転を制御するために用いること
ができる。カメラ及びレンジファインダは、スプレーガンに取り付けられることで、目標
点を追従するよう回転する。レンジファインダにより、塗布する前後の材料の測定を行う
ことができるため、補填する厚さを計算することができる。レンジファインダは、スプレ
ーガンの回転時に領域内に３次元スキャンを生成するように取り付けられた２次元平面を
スキャンするライダを備えていてもよい。ハンドル708を角度９０°の位置にリフトする
ことで、アームの伸張を調整が可能となる。ハンドル708を時計回り又は反時計回りに回
すことで、スプレーノズル704のも目標方向を調整することなく、伸縮可能なポール702の
長さを調整することができる。更に、伸張可能なポール702の軸線に平行な方向に対して
ハンドルを９０°から０°（典型的には、約４５°）のアングル位置に移動させて戻すこ
とで、伸張可能なポール702の伸張を制御することなく、スプレーガンの回転運動を制御
するよう個別の機構を係合させることができる。スプレーガン704の底部に取り付けられ
たカメラ706は、表示スクリーン710を通じてオペレータに視覚的なフィードバックを提供
する。スプレーガン704は、水平面に対して、約７０°の角度で取り付けられる。
【００６２】
　図２０は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。この電気機械的アーム
800は、後述する相違点を除き、図１８及び図１９の電気機械的アームと実質的に同一で
ある。伸張可能なポール802は、図１２及び図１３において実質的に上述した機能と同様
に前方スタンド818及び後方スタンド816により支持される。スプレーガン804は、水平面
に対して、約４５°の角度で取り付けられる。
【００６３】
　図２１及び図２２は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム900は、後述する相違点を除き、図１８及び図１９
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の電気機械的アームと実質的に同一である。電気機械的アーム900は、スプレーガン904を
多様な方向に指向可能とするリスト及びエルボ継手940を、伸張可能なポール902とスプレ
ーガン904との間に備える。リスト及びエルボ継手940については、図３９に関する説明に
おいてより詳細に後述する。電気機械的アーム900は、カメラ906からの画像を表示するス
クリーンを有するパソコン936形状のマイクロ・コントローラを更に備える。従って、パ
ソコンは、スプレーガン904の位置決定を行うオペレータに視覚的なフィードバックを提
供することができる。電気機械的アーム900は、パソコン936に接続されたゲームパッド93
8形状のコントローラを用いて制御することができる。電気機械的アーム900の位置センサ
は、パソコン936にデータを提供する。
【００６４】
　図２３は、本発明の一実施形態に係る電気機械的アームの側面図である。この電気機械
的アーム1000は、後述する相違点を除き、図２１及び図２２の電気機械的アームと実質的
に同一である。伸張可能なポール1002は、複数のインターロック及びモジュール部から形
成される。付加的なアーム部1044を電気機械的アーム1000に付加することで長さを伸張す
ることができる。必要に応じて、電気機械的アーム1000に他の部材を挿入できることは言
うまでもない。例えば、伸張可能なポール1002の端部に設けられ、スプレーガン1004に結
合されるリスト及びエルボ継手1040を挿入することができる。いくつかの実施形態におい
ては、短いポール部を複数結合させたポール部ではなく、適切な長さを有する単一ポール
部のみを用いる。電気機械的アーム1000は、外壁250内で画定されるホールに固定される
壁取付部1042から床下空間に伸張する。この壁取付部は、図４７に関する説明にて更に詳
述する。
【００６５】
　図２４及び図２５は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム1100は、後述する相違点を除き、図２３の電気機械
的アームと実質的に同一である。伸張可能なポールの代わりに、電気機械的アーム1100は
、ピボット1152の端部に設けられる環部1150内でスライドする構成を有するスライド・ポ
ール1146を備える。電気機械的アームが床取付部1154を通じて床260にて画定されるホー
ルに取り付け可能となるよう、ピボットは床取付部1154に結合される。床取付部1154は、
図４６に関する説明にて更に詳述する。床取付部1154を通じて床160に作用するモーメン
トを確実に最小限とするため、スプレーノズル1104の対向端にあるスライド・ポール1146
の端部に平衡錘1148を設ける。平衡錘1148により、電気機械的アーム1100を確実に簡易に
移動させることができる。平衡錘1148の重量は、例えば水などのバラスを充填することで
増減させることができる。いくつかの実施形態において、平衡錘1148は、床取付部1154を
通じて床260に作用するモーメントの均衡を保つため、スライド・ポール1146上で移動す
るような構成を有する。スライド・アーム機構は、スプレーノズル1104を前方及び後方に
移動させ、スライド・ポール1146を回転させるために手動操作又はロボット制御すること
が可能である。電気機械的アーム1100は、床260のレベルを超えて伸張する代替的なハン
ドル（図示せず）を用いることで、直接制御することができる。代替的に、電気機械的ア
ーム1100は、モータを通してスクリーンを用い、アームにより遠隔操作するコントローラ
を用いて、遠隔操作することができる。スライド・ポール1146は、空間内のスプレーガン
1104の到達を伸張するよう環部1150を通じてスライドすることができる。図４６に関する
説明にて更に詳述するように、床取付部1154を床260の開口部に打ち込むことで、電気機
械的アーム1100の固定された取付点を設けることができる。
【００６６】
　図２６及び図２７は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム1200は、後述する相違点を除き、図２４及び図２５
の電気機械的アームと実質的に同一である。電気機械的アーム1200は、床で画定されるホ
ールに取り付けられる代わりに、壁取付部1242を用いて取り付けることができる。環部12
50によりスライド・ポール1246を導入及び導出させることにより、電気機械的アーム1200
の到達を伸張させることが可能となる。しかしながら、電気機械的アーム1200は、壁取付
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部1242を用いて取り付けられるため、スライド・ポール1246は、環部1250を通じてわずか
にスライドするのみである。ピボット1252により電気機械的アーム1200をピボット1252周
りに回転させることができ、これにより、スプレーガン1204を異なる位置の領域にアクセ
ス可能とすることができる。電気機械的アーム1200を空間内に更に伸張させるために、付
加的なアーム部（図示せず）を、図２３にて上述した方法と同様に、壁取付部1242に付加
することができる。電気機械的アーム1200は、通気口の入口システムと用いることができ
、建物の壁250からピボットへの到達は適切に調整することができる。特に、このような
設計は、通気口の出入口が垂直配列から外れているペリスコープベントに適している。
【００６７】
　図２８及び図２９は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム1300は、後述する相違点を除き、図２３の電気機械
的アームと実質的に同一である。上方エルボ部1358は、壁取付部1342と伸張可能なポール
1302との間に設けることができる。下方エルボ部1356は、上方エルボ部1358と伸張可能な
ポール1302との間に設けることができる。このような方法により、空間内の伸張可能なポ
ール1302の高さを多様なものとしながら、伸張可能なポール1302を空間の底面に対して平
行に伸張させ続けることができる。この特定の構成は、調整可能であり、多様な異なる開
口部の種類に適用することができる。
【００６８】
　図３０及び図３１は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び底面図をそれぞ
れ示している。この電気機械的アーム1400は、後述する相違点を除き、図２４及び図２５
の電気機械的アームと実質的に同一である。図４１に関する説明にて更に詳述するように
、電気機械的アーム1400は電気的に制御されるスプレーノズルを備え、該スプレーノズル
は、２つの環部1450を通じてスライドするように構成された２つのスライド・ポール1446
から形成される４つの棒リンク機構に結合されている。２つの環部1450は、床取付部1454
に固定された継手リンクにより結合されている。環部1450の１つは、ピボットは舵柄1462
に結合されたピボット1452に結合されている。舵柄を回転させることで、円弧状経路内で
スプレーガン1404を移動させながら、スプレーガン1404を同一の方向に確実に指向させ続
けることができる。４つの棒リンク機構は、舵柄1462の回転運動をスプレーガン1404の円
弧状運動へと変換させ、スプレーガン1404により、円弧状運動を通じて床260に対して同
一の方向を指向させ続けることができる。制御ホイール1460は、取付けのために床上に設
けられ、ギアリングを用いて４つの棒リンク機構に結合される。特に、制御ホイール1460
を回転させることで、環部1450を通じてスライド・ポール1446をスライドさせ、スプレー
ガン1404の到達を伸張又は収縮させることで、スプレーガン1404の伸張を制御することが
できる。この特定の実施形態において、舵柄1462を、電気機械的アーム1400の全体の回転
運動又は休止位置における該アームの残余部に係合するよう持ち上げることで、４つの棒
リンク機構によりスプレーガン1404を実質的に側方に移動させることができる。このよう
な機構の利点として、スプレー装置を、運動全体を通じて平行に保持できることが挙げら
れる。
【００６９】
　図３２及び図３３は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。電気機械的アーム1500は、後述する相違点を除き、図２３の電気機械的ア
ームと実質的に同一である。電気機械的アーム1500は、鋳型1564を備え、該鋳型により電
気機械的アーム1500を壁250から除去するときに、壁250内で画定される通気口の周辺領域
を均整よく仕上げることができる。スプレーガン1504は、電気機械的アーム1500の軸線周
りにて回転させることができ、スプレーガン1504の正確な配置を可能とするエルボ及びリ
スト継手1540を備える。床下に絶縁材料を塗布した後であっても床下空間に通気性を保つ
ために開放開口部を備える必要がある。
【００７０】
　図３４及び図３５は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。電気機械的アーム1600は、後述する相違点を除き、図３２及び図３３の電
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気機械的アームと実質的に同一である。特定の実施形態において、電気機械的アーム1600
は、床板仕上げツールとして参照してもよい。電気機械的アーム1600は、手動駆動源付き
ツールであって、スプレーガン1604を、床260の開口部及び鋳型1664周りにて回転させる
。電気機械的アーム1600は、舵柄1662を通して回転されるピボット1652を備える床取付部
1664を通じて伸張する。これにより、一片のうね状の絶縁パネルにより充填され、後の工
程において、より簡易なアクセスを可能とするために除去される、均整のとれたアクセス
ハッチを形成することができる。
【００７１】
　図３６及び図３７は、一実施形態に係る電気機械的アームの側面図及び斜視図をそれぞ
れ示している。電気機械的アーム1700は、図４１に関する説明にて更に詳述するスプレー
ガン1704を備える。ガン・キャリッジ1766に取り付けられるスプレーガン1704は、ホイー
ルを備え、複数のレール部1768を有するモジュール・トラックシステムに沿って移動する
構成を有する。複数のレール部1768は、簡易な組み立て及びトラックの操作を可能とする
複数のホイール1720を備える。ホイールを備えるガン・キャリッジ1766は、トラック上を
移動し、スプレーガン1704により広範囲に亘りスプレー可能とするような双軸運動システ
ムを備える。
【００７２】
　図３８は、一実施形態に係る電気機械的アーム用のエルボ継手の概略図である。エルボ
継手210は、第１部材211及び結合軸213を通じて第１部材211に回転可能に結合される第２
部材212を備える。第１部材211は、結合軸213周りの回転により、第２部材212に対して回
転可能に配置される。エルボ継手210は、動力エルボ継手であり、アームを単軸で簡易に
操作可能とする。これにより、電気機械的アームは、角部、寝台壁にも到達することがで
き、床下空間の障害物を避けることができる。モータ（図示せず）に取り付けられるウォ
ーム・ギアボックスは、エルボ継手210の移動を操作し、正確な配置を可能とする。エル
ボ継手210は、モジュールであり、多様なアームの構成を可能とするよう、更なるモジュ
ールに結合させることができる。
【００７３】
　図３９は、一実施形態に係る電気機械的アーム用のエルボ継手及びリスト継手の組み合
わせの概略図である。エルボのエルボ継手部及びリスト継手220は、図３８の電気機械的
アームと実質的に同一である。回転部材224、あるいは、リスト継手として知られる部材
は、結合軸223を通じて第１部材221に結合される端部の対向端である、第２部材222の端
部に設けられる。その結果、アームの当該部分は、双軸運動を有する。図３８に示すよう
に、アーム全体を上下運動させることができる動力ヒンジを備える。アームは、継手220
の第１部材221及び第２部材222に対する継手220の回転部材224を回転させることができる
リスト継手部分も備える。リスト部の端部は、あらゆるスプレーガンを取り付け可能とす
る取付部を備える。遊星ギアボックス及びモータ（図示せず）は、リスト及びウォーム・
ギアボックスの回転運動を制御し、モータ（図示せず）は、エルボ継手の運動を制御する
。
【００７４】
　図４０は、一実施形態に係る電気機械的アーム用の単軸スプレーガンを２つの側面から
示す概略図である。スプレーガン230は、単軸スプレーガン形状を有し、スプレーガン230
から、例えば絶縁材料などの処理剤をスプレーするために有用であるノズル231を備える
。スプレーガン230は、スプレーガン230の目標点を捉えるカメラ232を更に備える。カメ
ラは、スプレーガン230から離れた位置に配置され、スプレーガン230により処理剤をスプ
レーする領域をオペレータが目視することを可能とする表示スクリーン（図示せず）に結
合可能である。スプレーガン230は、この特定の実施形態において、約７０°の角度で取
り付けられるアングル平面233を更に備える。単軸スプレーガンの運動は、リスト継手234
を用いて単軸周りにノズルを回転させることで生じさせることができる。回転軸の端部に
取り付けられるアングル平面233は、ノズル231がその内部を通過する円弧状スプレー経路
を設置する。異なる角度のアングル平面を、空間の高さ及び所望のスプレー方法に応じて
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取り付けることができる。
【００７５】
　図４１は、一実施形態に係る電気機械的アーム用の２軸移動スプレーガンの概略図であ
る。スプレーガン240は、双軸スプレーガン形状を有し、電気機械的アームの更なるモジ
ュールに結合可能なハウジング245内において可動である可動平面上に設けられるノズル2
41を備える。スプレーガン240は、可動平面の前方に配置される水平軸246周りを回転する
垂直平面上にて移動させることができる。スプレーガン240は、可動平面の後方からその
前方に対して、可動平面の中央位置から約２／３の位置に配置される横軸247周りにて回
転する水平面上にて移動させることができる。これによりスプレーガン240は、スプレー
をしながら、広域をカバーすることができる。このようなスプレーシステムにより、複雑
なパターンを達成することができ、広域を迅速かつ完全にカバーすることを確実なものと
する。典型的には、水平軸をスプレーガンの前方端に隣接するように配置することにより
、スプレーガンを、平坦な構成を有するアームの前方におけるあらゆる障害物を乗り越え
るのに十分な高さに配置しながら、上方角においてスプレーガンが上方に突出しないこと
を確実なものとする。
【００７６】
　図４２は、一実施形態に係る、水平方向にて離間するよう配置された３つのノズルを備
える複数のスプレーノズルモジュールを２方向から示す概略図である。図示するように、
それぞれの角度で３つのスプレーガンを配置することで、使用者は、短時間で非常に広範
囲に亘りカバーすることができる。
【００７７】
　図４３は、更なる実施形態に係る、垂直方向にて離間するよう配置された３つのノズル
を備える複数のスプレーノズルモジュールを２方向から示す概略図である。水平面上に多
様な角度を付けたスプレーガンは、単一スプレーにより床下の梁間の領域をカバーするた
めに設計された。言うまでもなく、図４２及び図４３は、３つの個別のスプレーガンを図
示しているが、３つ以上またはそれ以下のスプレーガンを備えていてもよい。更に、いく
つかの実施形態において、単一スプレーガンは、必要に応じて、複数のスプレーノズルを
備えることができる。 
【００７８】
　図４４は、一実施形態に係る電気機械的アーム用のインラインカメラを備えるスプレー
ガンの概略図である。スプレーガン231及びカメラ232は、使用者が、スプレーをしている
場所を簡易に目視できるような構成で取り付けることができる。スプレーガン231は、取
付面238に対して約70°の角度で取り付けることができ、典型的には、スプレーガンをリ
スト継手又は他の回転可能部材上に取り付けるときに、床の梁間の全領域を使用者により
スプレー可能とする角度にて取り付ける。
【００７９】
　図４５は、一実施形態に係る電気機械的アーム用のスプリンクラー型スプレーガンを２
方向から示す概略図である。スプリンクラー型スプレーガン280は、複数のノズル231を備
える。特定の実施形態において、スプリンクラー型スプレーガン280は、直線上に配列さ
れ、実質的に同一方向に処理剤をスプレーするよう構成される５つのノズルを備える。複
数のスプレーノズルにより、カバー領域を最大化させることができる。ノズルが突出する
スプレーガンのバレルは、該バレルを回転可能とするモータ及びギアボックス（図示せず
）に取り付けられる。モータのエンコーダにより、スプリンクラー型システムにおける正
確な位置に関するフィードバックを生成することができる。
【００８０】
　図４６は、一実施形態に係る電気機械的アーム用の床板の取付を２方向から示す概略図
である。床取付部280として参照する床板の取付装置は、床の梁間にてその取付部を保持
する構成を有し、梁の側面に２つの部分を押し込むスプリング281を用いる。床取付部280
は、床板間に収容され、梁間にてその取付部を保持するように伸張する。ホールは、床取
付部280を貫通し、電気機械的アームの取付部を構成する。このような取付部により、ア



(21) JP 2017-536976 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

ームを支持しながら、アームの自由回転運動を可能とする。
【００８１】
　図４７は、電気機械的アーム用の通気口の取付を２方向から示す概略図である。通気口
取付部として参照する、壁取付部290は、ダブル中空レンガにより生じる空間に収容され
るように設計される。取付部を、ボルト291を用いて壁にねじ込むことで、確実に取り付
けることができる。床取付部280に関して、壁取付部290は、その内部で画定され、電気機
械的アーム280を取り付けるためのホール292を備える。取付部によりアームを支持するこ
とで、アームが空間から出入りすること、及びその回転を可能とする。
【００８２】
　図４８は、一実施形態に係る電気機械的アーム用のホイール・アームホルダの概略図で
ある。ホイール・アームホルダは、空間内での移動及び操作中に、アームを支持するよう
アームの伸張部材に簡易に取り付けることができる。
【００８３】
　図４９～図５１は、電気機械的アームのオペレータが同アームに取り付けたスプレーガ
ンを制御するために使用する、本発明の一実施形態に係るユーザ・インターフェイスの概
略図である。
【００８４】
　図４９は、オーバーレイされたマッピング及びスキャニングからの情報を記録した搭載
カメラからの配信画像を図示している。オペレータは、矢印によりスプレーガンが目標方
向を目視することができ、例えば、ゲームパッド・コントローラにより、その移動を直接
制御することができる。オペレータは、スプレーする領域を選択することもでき、電気機
械的アームは、その領域をスプレーするために必要な移動を計算する。このような場合、
ストロークは、カメラの配信画像上のスプレーすべき領域にてオーバーレイされる水平な
ラインとして示される。図４９～図５１に示すように、カメラの処理側面を目視すると共
に、使用者は、電気機械的アーム全体の配置を異なる側面から見ること、及び処理すべき
空間内におけるスプレーガンの方向を選択することができる。
【００８５】
　言うまでもなく、いくつかの実施形態において、電気機械的アームは、空間内の電気機
械的アームの位置情報を提供する傾斜センサ形状の配置センサを備える。このようにして
、図４９～図５１に示す制御インターフェイスにより、電気機械的アームのスプレーガン
の位置情報を提供することで、空間及び、スプレーガンの目標方向に加え、特に空間内の
電気機械的アームの位置のマッピングを生成することができる。
【００８６】
　カメラは、視覚画像又はサーマル画像であってもよい。レンジ・ファインディングシス
テムは、超音波、レーザースキャナ（例えば、HokuyoURG-04LX）又は赤外線（例えば、Cr
eative Senz3D）であってもよい。センサ・プラットフォームは、完全な３次元画像を取
得するよう回転させ、パンさせることができる。スプレーガンを１つ又は２つの軸線上の
動力ガン・プラットフォームに取り付けることで、オペレータは、この材料の塗布を遠隔
操作することができ、これはゲームパッド・コントローラにより直接行い、又は所定領域
をカバーするために所望のスプレーパターンを装置により計算することで実行することが
できる。
【００８７】
材料を塗布するための制御システムは、レンジファインダからの情報を取得し、９自由度
の運動／傾斜センサによりスプレーすべき表面に対する電気機械的アームの位置を計算す
ることができる。オペレータによる手動のスプレーを補助するために、この情報を配信画
像上に示すことで、スプレーガンの目標点を示すことができる。あるいは、オペレータが
マッピング又は配信画像の領域を選択することで、ロボット車両によりスプレーすべき領
域を自動的に計算させることができる。
【００８８】
　図５２は、本発明の一実施形態に係るモジュール型ロボット用の側方駆動モジュールの
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概略図である。側方駆動モジュール５は、シャシ構成要素70及びその外部に設けられる駆
動ホイールを備える。駆動ホイール73は、シャシ構成要素70の長手方向軸線74周りに回転
する構成を有することで、側方方向に少なくとも側方駆動モジュールを駆動させる垂直運
動を生成する。いくつかの実施形態において、駆動ホイール73は、シャシ構成要素の長手
方向軸線74方向における自由運動を可能とするが、側方の静止摩擦を生じさせる、全方位
ホイールであってもよい。
【００８９】
本明細書において「側方」とは、一般的な意味である、横方向、特に長手方向に対して垂
直である方向を指す。
【００９０】
　図５３は、図５２の横方向ドライブ・モジュール用の内部機構の概略図であり、側方駆
動モジュール５を通じて部位を示している。モータ83は、側方駆動モジュール５のシャシ
構成要素70内に固定されている。モータ83は、ピニオンギア84を駆動させ、ホイールハブ
86に取り付けられた外輪85を駆動させる構成を有する。ブッシュ又はベアリング88, 89は
、シャシ構成要素70に対して駆動ホイール73を回転可能とさせるために、シャシ構成要素
70とホイールハブ86との間に設けられる。ブッシュ又はベアリング88, 89は、保持輪90に
より所定位置に配置される。
【００９１】
　図５４は、本発明の一実施形態に係る、可動構成要素の概略図である。可動構成要素は
、アンカーモジュール４であって、アンカーモジュール４の表面から屈出するような構成
を有する４つの収縮グリッパ92を備える。アンカーモジュール４は、平坦な構成で図示さ
れており、各グリッパ92は、アンカーモジュール４の表面に対して平坦に圧縮されている
。このような構成とすることで、アンカーモジュール４を障害なしに遠隔操作し、周辺環
境において移動させることが可能となる。図５５においてより完全に詳述するように、グ
リッパは、アンカーモジュール４の表面から屈出するような構成で展開するとき、モジュ
ールを所定位置に保持することができる。
【００９２】
　図５５は、第１モードにおける図５４の可動構成要素の概略図である。遠隔操作された
アーム１が、第1表面93と第2表面94との間の周辺環境にて操作されるとき、展開グリッパ
95は、アンカーモジュール４を所定位置に保持するように展開する。２つの表面は、側壁
、パイプ又は床の壁及び空間の仕切りであってもよい。代替的に、従来のアンカーにおい
て、グリッパを単に地面に埋設することもできる。
【００９３】
　図５６は、図５４及び図５５の可動構成要素用の内部機構の概略図であり、アンカーモ
ジュール４を通じて部位を示している。この内部機構の第１位置に示される収縮グリッパ
92と、第２位置に示される展開グリッパ95を示す。モータ101をアンカーモジュール内に
設ける。モータ101は、リードスクリュ102を駆動させる。機構の第１位置において、リー
ドスクリュが回転方向に固定化されナット104と係合することで、リードスクリュをモー
タ101に向けて、軸線に沿って下方に移動させることができる。スクリュの運動は、ピン1
09を通じてリンケージ110に伝達され、収縮グリッパ92を収縮位置から展開位置に移動さ
せる。展開グリッパ95に示すように、ナット104と同一の構成要素を有するナット103が、
モータ104に近い位置に配置される結果、展開グリッパ95は展開位置に配置される。
【００９４】
　図５７は、一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素としての膨張可
能リング概略図である。アンカーモジュール111は、その一部の外部の周辺に設けられる
膨張可能リング112を備える。膨張可能リング112は、下側表面113の障害物との接触に耐
えうる十分な剛性を備える軟質材料から形成される。圧縮位置において、膨張可能リング
112は、下側表面にて休止し、側方方向におけるアンカーモジュールの移動を防止しない
。
【００９５】
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　図５８は、図５７の可動構成要素の、膨張状態にあるリング112の概略図である。膨張
可能リング112は、下側表面113及び上側表面124に接触する。膨張可能リング112と下側表
面113、膨張可能リング112と上側表面124との間の接触は、モジュール型ロボット内の他
のモジュールが他の操作を行っている間において、遠隔被操作アームを所定位置に保持し
、その移動を防止するアンカーとして作用する。この特定の実施形態において、アンカー
モジュール111は、アンカーモジュール111と膨張可能リング112との間に設けられるブッ
シュを備え、軸線方向125にて膨張状態にあるリングの中心を通じて、遠隔被操作アーム
をスライドさせるよう低摩擦スライド継手を設ける構成を有する。これにより、典型的に
は、地面に埋設する遠隔被操作アームと比べて摩擦を低減することができる。また、地面
に埋設することにより潜在的なダメージのリスクから、アームのモジュールの精密な構成
要素を保護することができる。
【００９６】
　図５９は、一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素としての半硬性
膨張可能リングの概略図である。アンカーモジュール131は、軟質材料及びワイヤーメッ
シュ133から形成される半硬性膨張可能リング132を備える。半硬性膨張可能リング132は
、圧縮され、下側表面134にて休止している構成を図示している。いくつかの実施形態に
おいて、軟質材料は、図５７及び図５８に関して上述した膨張可能リングと同一の材料を
用いることができる。
【００９７】
　図６０は、図５９の可動構成要素の、膨張状態にある半硬性リング概略図である。アン
カーモジュール131は、膨張状態で配置される半硬性リング132が設けられる。膨張される
と、半硬性リング131は、下側表面134と上側表面143との間のアンカーモジュールを保持
する。図６０は、半硬性リング132の最大径を図示している。代替的な構成において、リ
ング132の側面を方向145及び方向146に沿って押し広げ、リング132の２つの側面間の間隔
を増加させることで、リングの直径を縮小させることできる。
【００９８】
　同様に、より長い半硬性リングと組み合わせて用いるより長いアンカーモジュールは、
更に間隔を広げた２つの側面間をアンカー可能なアンカーモジュールとして作用すること
は言うまでない。
【００９９】
　図６１は、一実施形態に係る、モジュール型ロボット用の可動構成要素及び膨張可能シ
ャシの組み合わせの操作態様を示す概略図である。伸張可能なシャシ・モジュール158は
、上側表面160と下側表面170との間の空間に設けられるアンカーモジュール159に結合さ
れる。アンカーモジュール及び伸張可能なシャシ・モジュールの操作を制御することによ
り、遠隔被操作アームを前方に推進させることができる。アンカーモジュールが上側表面
160又は下側表面161と非接触状態にあるとき、アセンブリを支持する更なるモジュールと
の結合により、アセンブリを上側表面160と下側表面161との間の所定位置に保持すること
ができる。
【０１００】
　第１工程Ｋにおいて、伸張可能なシャシ・モジュール158及びアンカーモジュール159
は収縮状態にある。第２工程Ｌにおいて、伸張可能なシャシ・モジュール158を伸張させ
ることで、伸張可能なシャシ・モジュール158及びアンカーモジュール159を上側表面160
と下側表面161との間の空間に移動させる。工程Ｍにおいて、アンカーモジュール159のグ
リッパ162を展開させ、上側表面160及び下側表面161と係合させ、アンカーモジュールを
所定位置に保持する。工程Ｎにおいて、伸張可能なシャシ・モジュール158が収縮するこ
とで、空間に沿ってアセンブリの後方を移動させる。工程Ｏにおいて、グリッパ162を収
縮させ、アンカーモジュール159表面に対して平坦な状態となるように保持される。工程
Ｏは工程Ｋと実質的に同様であるが、遠隔被操作アームが空間に沿って移動する距離と、
伸張可能なシャシ・モジュール158が伸張する長さは、同等である。このようにして、工
程Ｐ及び工程Ｑは、伸張可能なシャシ・モジュール158が伸張する長さを除いて、それぞ
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れ、工程Ｌ及び工程Ｍに対応する。
【０１０１】
　言うまでもなく、特定の実施形態において用いられるアンカーモジュール159の代わり
に、他の設計のアンカーモジュールを用いることができる。いくつかの実施形態において
、膨張可能リング又は半硬性リングを、空間内の上側表面160と下側表面161と係合させる
ために用いることができる。
【０１０２】
　図６２は、第１位置Ｒ及び第２位置Ｓにおける、一実施形態に係るモジュール型ロボッ
ト用の可動構成要素の概略図である。第１位置Ｒにおいて、アンカーモジュール173は展
開されており、上側表面174と下側表面175との間の遠隔被操作アームを保持する。ブッシ
ュ176は、半硬性リング177とシャシ構成要素178との間に設けられる。ブッシュ176により
半硬性リング177をシャシ構成要素178に沿ってスライドさせることが可能となり、モジュ
ール間の結合を超えてスライドさせることも可能となる。第２位置Ｓにおいて、半硬性リ
ング177は、半硬性リング177を通じてスライドする遠隔被操作アームと共に図示され、同
時に半硬性リング17が下側表面175及び上側表面174の両面から遠隔被操作アームを離すよ
うに保持する様子を図示している。
【０１０３】
　図６３は、一実施形態に係る、床下空間におけるモジュール型ロボットの操作態様を示
す概略図である。遠隔被操作アーム181は、複数のモジュールを備え、床下空間182にて操
作される。この空間は、外壁183と内側寝台壁184との間の間隔により形成される。床下空
間182の第１空間へのアクセスは、通気口185を通じて行われる。床下空間182の更なる一
連の空間へのアクセスは、寝台壁184のギャップ186を通じて行われる。遠隔被操作アーム
181を生成するモジュールには、アンカーモジュール、伸張シャシ・モジュール及びエル
ボ継手モジュールを含み、これらにより、床下空間182内で遠隔被操作アーム181を操作す
ることが可能となる。
【０１０４】
　図６４は、一実施形態に係る、モジュール間の電気的接続を示すモジュール型ロボット
の概略図である。モジュール211は、１つのモジュールから次のモジュールに電力及び通
信信号を伝達する電気コネクタ212を備える。マイクロ・コントローラが制御システムか
らの信号を処理することで、モジュール211内の異なる機能を作動させることができる。
これらの機能は、特定のモジュールにより異なるが、例えば継手を回転させ又はアンカー
を展開させるものである。この特定の実施形態において、モジュール211は回転可能なモ
ジュールである。モジュール211は、一意識別子（ＵＩＤ）を備え、該一意識別子は、モ
ジュールの現状に関するデータと共にモジュール211を同定するために制御装置に送信さ
れる。例えば、現状に関する情報には、モジュールの位置、回転、展開等を含むことがで
きる。これにより、オペレータがアームを視認不可能なときでも、制御システムにて形成
される遠隔被操作アームを視覚的に表示することが可能となる。
【０１０５】
　図６４は、モジュールに対する電気的接続を示しているが、他のモジュールにおいて同
様の原理を適用することができることは言うまでもない。更に、図６４において特定の電
気コネクタ212について上述したが、他の設計のコネクタを用いることもできる。いくつ
かの実施形態において、コネクタは、クイックリリース式コネクタ２１に組み込むことも
できる。更なる実施形態において、電気的接続は、例えば、赤外線又はBluetoothなどの
無線接続であってもよい。いくつかの実施形態において、電力及び通信信号は、異なる経
路を通じて伝達される。例えば、一実施形態において、電力はモジュールの間の物理的な
電気的接続を用いて伝達されるが、命令信号を含む通信信号は、モジュール間における無
線通信により伝達することができる。
【０１０６】
　図６５は、一実施形態に係るモジュール型ロボット1800の概略図である。図６５のモジ
ュール型ロボット1800の構成及び操作は、図１に示すモジュール型ロボットと同様である
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。当該実施形態において、モジュール型ロボット1800は、伸縮モジュール1801、エルボモ
ジュール1802、カメラモジュール1803、シャシ・モジュール1804及びスプレーガンモジュ
ール1805を備える。図６５に示すモジュール1801～1805の特定の組み合わせは、モジュー
ルの可能な組み合わせを例示しているに過ぎない。雌型コネクタ1806及び雄型コネクタ18
07をそれぞれ用いて、モジュール1801～1805を相互結合させることで、図６５に示すモジ
ュール型ロボットを設けることができる。図６６は、図６５のモジュール型ロボットの雌
型コネクタ1806の概略図であり、図６７は、図６５のモジュール型ロボットの雄型コネク
タ1807の概略図である。雄型及び雌型コネクタ1806, 1807は、雄型コネクタ1807を雌型コ
ネクタ1806に挿入し、直角にねじることで、インターロックすることができる。雄型及び
雌型コネクタは、相互にロックさせ、雄型コネクタ1807上のボタン1808を押し、相互にコ
ネクタを回転させることで解放させることができる。雄型及び雌型コネクタ1806, 1807に
より、機械的及び電気的に各モジュールを接続させることができる。
【０１０７】
　図６８は、図６５のモジュール型ロボット用の伸縮モジュール1801の概略図である。伸
縮モジュール1801は、第２部分1810内に伸縮可能に収容される第１部分1809を備える。伸
縮モジュール1801の伸張には、伸縮モジュール1801を伸張させるよう第２部分1810から第
１部分1809を伸張させる、第１（第２）部分内の電気モータが作用する。第１部分1809が
第２部分1810と係合することで、伸縮モジュール1801の長手方向軸線周りにおける第１及
び第２部分間の相対回転を防止することができる。
【０１０８】
　図６９は、図６５のモジュール型ロボットのエルボモジュール1802の概略図である。エ
ルボモジュール1802は、ステップモータに結合されるウォ―ム・ギアボックスを用いる動
力継手、並びに正確な移動を可能とし、オペレータへの精密なフィードバックを提供する
エンコーダを備える。
【０１０９】
　図７０は、図６５のモジュール型ロボットのカメラモジュール1803の概略図である。カ
メラモジュール1803は、カメラ1811及びその視野を照射するＬＥＤ光源1812を備える。
【０１１０】
　図７１は、実施形態に係るスプレー装置の概略図である。当該実施形態において、スプ
レー装置1900は、４つの自由回転可能なホイール1902を有するシャシ1901備える。ホール
1903は、シャシ1901の上側表面に設けることで、制御ハンドル1905の取付コネクタ1904に
結合することができる。取付コネクタ1904は、ピボット継手1906を通じて制御ハンドル19
05に結合することができる。スプレーノズル1907は、シャシ1901の前方に取り付けること
ができ、所望のスプレーパターンを設けるために動力化される。図７１の大きな矢印によ
り示されるように、シャシ1901は、実質的に垂直な軸線周りにて取付コネクタ1904に対し
て枢動可能な構成を有する。同様に、制御ハンドル1905は、ピボット継手1906を通じて、
実質的に平行な軸線周りの取付コネクタ1904に対して枢動可能な構成を有する。支点1907
を制御ハンドル1905上に設ける。制御ハンドル1905の軸線周りにおける回転は、支点1907
の角度位置により変化する。
【０１１１】
　図７２Ａ～図７２Ｃに示すように、シャシ1901の長さに沿うホール1903の分布により、
異なる領域に亘るスプレー装置の駆動を補助するよう、シャシ1901上の多様な位置にて取
付コネクタ1904を取り付けることを可能となる。取付コネクタ1904は、（図７２Ａにおい
て）シャシ1901の前方に取り付けられることで、制御ハンドル1905からの駆動力はシャシ
の中心部分から前方寄りの部分にかかる。このような構成により、領域内でスプレー装置
を駆動するときのオペレータによる制御を簡易にすることができ、このような構成を有さ
ず、後方から駆動する場合に車両方向が定まらなくなる。シャシの長さに沿う他の中間取
付位置には、（図７２Ｂに示すように）地形先導制御機構用に中心部にピボットを取り付
けることを含む、あるいは、（図７２Ｃに示すように）シャシ1902の後方にピボットを取
り付けることも含む。
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【０１１２】
　図７１に示す実施形態の多様な実施例として、第２取付コネクタを第１取付コネクタ19
04から離れた位置にてシャシ1901に取り付けることもできる。例えば、シャシ1901の前後
方向に対する横方向に取り付けることもできる。第２取付コネクタ1904は、第２制御ハン
ドル1905に結合することができる。このようにして、スプレー装置1900の位置は、２つの
制御ハンドルの力及び方向を個別に変化させることで、制御することができる。制御ハン
ドルは、伸縮機構（図示せず）を通じて、あるいは、ハンドルに付加的なモジュール長さ
を付加することで、伸張させることできる。
【０１１３】
　図７３Ａ～図７３Ｃは、図７１のスプレー装置1900の支点1907操作態様を示す概略図で
ある。図７３Ａ～図７３Ｃに示すように、制御ハンドル1905は、その長さに沿って、シャ
シに対して回転させることできる。このようにして、支点1907は、（図７３に示すように
）後輪を持ち上げるよう、地面と係合することができる。ホイールの側方における地面と
の摩擦が低減されることで、スプレー装置の再配置又は方向付けが簡易になる。
【０１１４】
　本発明に係る電気機械的アーム及びスプレーガンは、多様な用途にて用いることができ
る。例えば、床下断熱材、あるいは、ロフト及び屋根の断熱材をスプレーするとき、すな
わち、ロフト及び天井空間などのアクセスが難しい場所への断熱材の塗布に用いることが
できる。アームは、空間及び空洞に防音材を遠隔から塗布するために用いることでき、例
えば、アパートの床間に用いることができる。アーム及びスプレーガンは、防カビ剤など
の防腐剤、木材の保存防腐剤及び他の材料を塗布するために用いることができる。アーム
及びスプレーガンは、産業的な用途で用いることができ、例えば、塗料、保護塗装、防水
剤を塗布し、あるいは、ひび割れ又は損傷を受けたパイプ、貯蔵タンク及び他の産業構造
物を、保全及び修理するために用いることができる。アームは、建築物の点検及び保全に
用いることができ、これには、測量、マッピング、そして、例えばアスベスト測量又はワ
イヤの点検など危険な「クロールスペース」の点検、例えばパイプ点検及び漏洩点検など
の測量サービス、並びに構造測量を含む。アームは、インフラの点検及び保全に用いるこ
とができ、例えば裁縫器具、ガスパイプの測量、圧力タンクの点検に用いることができる
。
【０１１５】
　スプレーされる材料には、ポリウレタンスプレー材料を含むことができ、例えばBASF社
のWALLTITEのように伸張する2部の絶縁材料、（Saint-Gobain社、シュレンヌ、フランス
の製品であるCOATWOOLのような）鉱物綿、表面を接着用の結着剤含有／非含有のセルロー
ス絶縁材料、スプレーエアロゲル絶縁塗料、防音材、防カビ剤、ポリウレタンスプレー材
料、塗料及び塗装剤などを含んでいてもよい。
【０１１６】
　本明細書の実施形態は、床下空間での使用に関して記載したものであるが、言うまでも
なく、開示された電気機械的アームは他の空間においても使用することができる。例えば
、床間の空間、壁間の空間において用いることができる。典型的には、電気機械的アーム
は、人間がアクセスするのが困難なあらゆる種類の空間を指すクロールスペースとして知
られる空間で用いることができる。
【０１１７】
　要するに、表面上に材料をスプレーするための装置は、遠位端及び近位端を有する少な
くとも１つの伸張部材、スプレーパターンにて材料をスプレーするよう伸張部材の遠位端
に取り付けられ、伸張部材の近位端におけるスプレー材料入口部に結合される少なくとも
１つのスプレーノズル、伸張部材の遠位端に取り付けられ、伸張部材の近位端のカメラ出
力部に結合されて、スプレーパターンの画像を取り込むよう構成されたカメラ、伸張部材
の近位端からスプレーノズルの操作を制御するよう構成された制御機構を備える。
【０１１８】
　本明細書には、複数の相互結合可能なモジュール2, 4, 5, 7, 8を備えるモジュール型
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２端には第２機械コネクタを備え、第１電気コネクタ及び第２電気コネクタが、モジュー
ルの端部同士を接続するよう非恒久的に相互係合可能であることで、所望の構成下でモジ
ュール型ロボットを形成することができる。各モジュールは、第１構成要素、第２構成要
素、並びに第１構成要素を第２構成要素に対して移動させるためのモータを備える。各モ
ジュールは、制御信号を受信し、該制御信号に応答してモータの制御操作を行うコントロ
ーラを備える。
【０１１９】
　本明細書に開示する発明は、スプレーノズルを取り付ける装置であって、該装置は、近
位端に設けられ、ハンドルを有する伸長部材及び遠位端に設けられ、スプレーノズル用の
取付部を有する伸張部材を備え、該装置は、表面上の伸張部材を支持するために伸張部材
に取り付けられたホイール・キャリッジを更に備え、該キャリッジは、長手方向の伸張部
材に対して固定されており、該伸張部材は、該キャリッジに対して長手方向軸線周りにて
回転可能である。この伸張部材は、伸張可能である。
【０１２０】
　本明細書及び特許請求の範囲の全体にわたり、「備える」「有する」「持つ」「設ける
」という単語及びこれらのバリエーションは「含む、がそれのみに限定されるものではな
い」ことを意味し、他の部分、添加物、要素、数又は工程を排除することを意図するもの
（排除するもの）ではない。本明細書及び特許請求の範囲の全体わたり、文脈で特に要求
されない限り、単数形は複数形を包含する。特に、不定冠詞を使用している場合、文脈で
特に要求されない限り、明細書は、単数形のみならず複数形も考慮するものと解すべきで
ある。
【０１２１】
　本発明の特定の態様、実施形態又は例示と併せて記述されている図面、数字、特徴又は
群は、相互に矛盾が生じない限り、本明細書に記述されている任意の他の態様、実施形態
又は例示にも当てはまるものと解すべきである。本明細書に開示されている全ての特徴は
（任意の請求項、要約書及び図面を含む）、任意の組み合わせに結合できる。但し、少な
くともそのような特徴及び／又は工程のうちのいくつかが相互に排他的である組み合わせ
は除外される。本発明は、これまでに説明した任意の実施形態の詳細に制限されるもので
はない。本発明は、本明細書（任意の請求項、要約書及び図面を含む）に開示される特徴
の任意の新規発明、又は任意の新規組み合わせに拡張する。
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